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児童扶養手当などの手当額を改定
４月分から手当の月額が変わります

《児童扶養手当などの月額》
手当 改定前（３月まで） 改定後（４月から）

本体額
全部支給 42,500円 42,910円
一部支給 42,490円～10,030円 42,900円～10,120円

児童扶養手当 第２子加算額
全部支給 10,040円 10,140円
一部支給 10,030円～5,020円 10,130円～5,070円

第３子以降加算額
全部支給 6,020円 6,080円
一部支給 6,010円～3,010円 6,070円～3,040円

特別児童扶養手当
１級 51,700円 52,200円
２級 34,430円 34,770円

特別障害者手当 26,940円 27,200円
障害児福祉手当 14,650円 14,790円

《問合せ》社会福祉課生活援護係☎24-7031（児童扶養手当）、障害福祉係☎24-7033（児童扶養手当以外）
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災害時要援護者登録
災害時などに支援が必要な皆さんへ

　災害時などに支援を必要とする方が、安心し
て情報の提供や避難支援を受けられるようにす
るため、市では「避難行動要援護者」と「情報伝
達等要援護者」の名簿登録を行い、この名簿情
報を避難支援等関係者に提供し、支援活動に活
用しています。
　この制度は互いに助け合う共助の支援のため、
希望する支援が受けられない場合があります。
できる範囲で備えるとともに、日ごろから近所
の皆さんと災害時の対応につ
いて話し合ってみましょう。

▼ 対象　高齢者等のみまたは単身の世帯の方で、
次のいずれかに該当

①要介護３～５の方
②身体障害者手帳１級または２級の方
③療育手帳Ａ判定の方
④精神保健福祉手帳１級の方
⑤ 災害時等の避難行動に特別な配慮や支援が必
要な方でその旨を申し出た方

▼ 支援内容　平常時の見守り、災害時などの情
報提供、避難誘導、避難支援

▼ 提供の流れ　市の保有する情報に基づき名簿

登録（①～④）を行い、登録者に名簿情報の提
供について同意・不同意の意思確認の上、⑤
と併せて避難支援等関係者に提供します。

▼ 対象　災害時などに情報提供などの支援を希
望する方で次のいずれかに該当
①要介護３～５の方
②身体障害者手帳１級または２級の方
③療育手帳Ａ判定の方
④精神保健福祉手帳１級の方
⑤65歳以上の方だけの世帯の方
⑥市長が特に必要と認める方
▼ 支援内容　平常時の見守り、災害時の情報提
供
▼ 提供の流れ　本人（代理人含む）からの申し出
により名簿登録を行い、避難支援等関係者に
提供
▼ 変更点　以前は、同居家族がある場合は対象
外としていましたが、対象要件に該当してい
れば登録できます。希望する方は、社会福祉
課に申し込んでください。

《問合せ》社会福祉課☎24-7032または
　　　　　　　　　各振興局市民福祉課
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